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期間業務職員（相談員）の募集について 

  

令和６年４月１１日 

個人情報保護委員会 

  

個人情報保護委員会は、内閣府の外局の委員会で、個人情報の有用性に配慮しつ

つ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを

任務としています。 

この度、当委員会では、期間業務職員の募集を行います。 

  

１．採用予定官職 

期間業務職員（相談員） ※ 非常勤職員 

  

２．募集する期間業務職員の業務内容 

電話相談業務等 

 （１）個人情報又は特定個人情報に関する相談等の電話応対業務 

 （２）個人情報又は特定個人情報に関する苦情処理に係る業務 

 （３）その他常勤職員の事務補助業務全般 

   ※ なお、組織の業務の都合又は本人の適性により、任期の途中で同じ事務

局内の範囲で配属先を変更する場合があります。 

  

３．募集人数 

若干名 

  

４．募集対象 

以下の条件に該当する方 

 （１）高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方 

 （２）基礎的なパソコン操作が可能な方（Word、Excel、インターネット検索等） 

 （３）健康状態が良好な方 

さらに以下の条件に該当があれば尚可 

 （４）行政機関、企業の相談窓口等において問合せや苦情の対応の経験を有する

方、または個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律について一定の知識を有する方 

  

※ なお、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

 （１）日本の国籍を有しない者 

 （２）国家公務員法第 38条の規定により国家公務員になることができない者 

   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行
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猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から

２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

 （３）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

  

５．採用予定日、雇用期間 

 （１）採用予定日 

令和６年５月１日以降 

※ 詳細については、相談のうえ決定 

（２）雇用期間 

採用日から令和７年３月 31日まで 

（採用後１ヶ月間は条件付採用期間） 

※ 勤務成績により再採用有り 

  

６．勤務条件 

（１）勤務時間 

午前９時 15分～午後６時 00分（土日祝日及び年末年始を除く） 

※ 休憩時間は正午から午後１時まで 

（２）休暇 

年次休暇 10 日（一定の条件［採用から６ヶ月継続勤務等］を満たした場

合に付与。再採用時に繰越可。） 

特別休暇（夏季休暇、産前休暇、産後休暇、育児参加のための休暇）等 

  

７．給与（給与等については、法令改正等により変更される場合があります） 

（１）日給 

  11,890円～13,280円（職務経歴による） 

（２）月給 

249,690円～278,880円（月平均労働日数：21日の場合） 

（３）諸手当等 

ア 通勤手当 

 常勤職員の取扱いに準じ支給 

［上限あり：１ヶ月当たり 55,000 円以内］ 

［通勤定期券の場合は基本的に６ヶ月定期券の料金を支給しますが、鉄

道各社のポイントサービス利用による方が安価な場合など、必ずしも
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６ヶ月定期券の料金の支給とならない場合があります］ 

  ※ マイカー通勤不可 

イ 住居手当 

 常勤職員の取扱いに準じ支給 

［上限あり：１ヶ月当たり 28,000 円以内］ 

ウ 超過勤務手当 

エ 賞与 

一定の条件を満たした場合に支給［年２回（６月及び 12月）］ 

（４）支給日 

原則毎月 16日 

（給与期間[月の初日から末日まで］の勤務実績に基づき、翌月に支給） 

  

８．退職手当 

一定の条件［継続して６ヶ月を超えて勤務等］を満たした場合に支給 

  

９．加入保険等 

雇用保険、国家公務員共済組合の短期給付（健康保険）、厚生年金保険に加入 

・ 一定の条件［継続して６ヶ月勤務等］を満たした場合、国家公務員退職手

当法が適用されます。 

   この場合、雇用保険は適用除外となります。 

・ 一定の条件［再採用により継続して１年を超えて勤務等］を満たした場合、

厚生年金保険は国家公務員共済組合へ適用変更となります。 

  

10．身分・服務 

国家公務員法（非常勤職員）及びその他関係法令の規定を適用 

  

11．勤務地 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１ 

霞が関コモンゲート西館 32階又は 34階 

個人情報保護委員会事務局 

  

12．雇用の解除等 

以下のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても雇用を解除すること

があります。 

（１）心身の故障等により、長期にわたって勤務できなくなった場合 

（２）国家公務員法その他の法令による就業・服務基準に重大な違反を犯した場合 

（３）その他、業務の遂行上の重大な欠格があった場合 
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（４）組織の改廃、予算の事情その他国の都合により、雇用を継続することがで

きなくなった場合（その場合は、1 ヶ月前までに雇用解除の予告を行う。） 

  

13．応募方法 

（１）提出書類 

○履歴書（市販の用紙で可、カラー写真貼付） 

※ 履歴書 1 ページ目の右上の余白部分に「相談員への応募」と明記してく

ださい。 

（２）提出方法（持ち込みは不可） 

○郵送 

※ 封筒の表面に、赤色で「期間業務職員（相談員）応募書類在中」と記載し

てください。 

（３）郵送先 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１ 

        霞が関コモンゲート西館 32階 

  個人情報保護委員会事務局総務課 人事第２係 

（４）提出締切 

特に締切は設けませんが、採用者が決定され次第、公募を終了しますの

で、あらかじめご了承下さい。 

  

14．選考方法 

書類選考（１次選考）の結果を踏まえ、面接（２次選考）を行うことが決まっ

た方のみ、面接日時等をご連絡させていただきます。 

※ 提出書類は原則返却いたしませんので、ご了承ください。 

【個人情報の取扱い】 

ご提出いただいた履歴書等に含まれる個人情報は、採用活動の目的にのみ

利用します。また、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱い

ます。 

  

15．お問合せ先 

担当：個人情報保護委員会事務局総務課 人事第２係 

電話：03-6457-9617 

 


